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1精神科病院等に対する指導監督体制の見直し  

都道府県知事は、精神科病院の管理者が改善命令等に従わない場合において、従来  
の入院医療の提供の制限措置に加え、当該精神科病院の名称等を公表することができ  
る。  

【公表する内容】  

・精神科病院の名称、住所  
■改善命令等を行った年月日及びその内容  
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○関係条文   

（改善命令等）  

第三十八条の七 厚生労働大臣耳は都道府県知事は、精神病院に入院中の者の処遇が第三十六条の規定に違  
反していると認めろとき又は第三十七条第一項の基準に適合していないと認めるときその他精神病院に入院中  

の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神病院の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限  
を示して、処遇を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその  
処遇の改善のために必要な措置を採る羊とを命ずることができる。  

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の四第三項の規定により入院し  
ている者又は第三十三条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第三十三条の四第一項若しくは第二項の規定  
により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を  
継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違  

反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ず   
ることができる。  3廟れ   
に従わなカ＼うたときは、その旨を公表することができる。  

4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が第一項又は第二項の規定による命令に従わな  
いときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第二十二条の四第⊥項、第三十三条第一項、第二項及  
び第四項並びに第三十三条の四第一項及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部   
又は一部を制限することを命ずることができる。  

5 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。  
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2 入院患者の処遇の改善  

己報告制度の  Ⅰ任意入院患者に索   

（1）改正ポイント  

都道府県知事は、改善命令等を受けた精神科病院に入院する任意入院患者の適   
切な処遇を確保するため、条例に基づき、①一定の要件に該当する精神科病院の管   
理者に対し、②一定の要件に該当する任意入院患者について、③当該患者の病状   
等に関する報告を求めることができ、さらに、当該患者の処遇の妥当性について精神   
医療審査会に諮ることができる 。  
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（2）省令等で規定する内容  

①報告を求めることができる精神科病院の管理者の要件   

改善命令等を受けた精神科病院の管理者であって、当該命令を受けた日から5年を   
経過しないもの及びこれに準ずる者。  

②報告を求めることができる任意入院患者の要件   
現に任意入院している者であって、入院後1年以上経過している又は現に開放処遇   

の制限を受けている者。  
③報告を求めることができる内容   

省令において報告事項を定めるとともに、通知において報告様式を提示する予定。  
④報告後の処理   

報告された者の処遇の妥当性について精神医療審査会に諮ることができる（現行の   

医療保護入院と同様に取り扱うことができる。）。  

（3）条例で規定する内容   

任意入院者に対する定期病状報告制度に関する条例を制定する。   
・報告を求める手続き  

（2）①め条件に該当する精神科病院の管理者は定期的（医療保護入院に係る定  

期病状報告と同様）に報告書を提出しなければならない。   
・報告内容  

（2）②の条件に該当する任意入院患者に係る病状等（報告様式については、通  
知で提示予定。）  
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○関係条文   

（定期の報告等）  

第三十八条のニ（略）   

2（略）  

墨 は 嘩 都連府県知事、条例で定めるところにより、 弼   

の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起筆して厚生労働省令で定める期間を経過し   
ないも廟準ずる者として厚生労働省令で恵めるものlこ限る。）に対し、当該精神病院に入院中 の任   

者（厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る」の症状その他厚生労働省令で定める事項につい   
て報告を求めることができる。  

（定期の報告等による審査）  

第三十八条の三（略）   

2～4（略）   

5 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前  の規定による報告を受けたときは、当該報告に係  

ゎ医療審査会に通知し、当該入院中の者につルrこ  院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を輝  
その入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることがで  

6（略）  
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護入院患者の定期病状報告の様式の見直し  

医療保革入院患者の病状を適切に確認し、早期に退院や任意入院への移行を促すよ  
う、定期病状報告の様式を見直し、「任意入院に移行できない理由」「病識獲得の取組」  
等の欄を追加し、記載を求める（省令及び通知を改正）。  

Ⅲ 措置入院患者の定期病状報告の頻度の見直し  

措置入院患者の入院期間の短縮化等を踏まえ、従来の6ケ月後以降の報告に加え、措  
置入院の3ケ月後に定期病状報告を求めることとする（省令及び通知を改正）。報告事項  
は従来の6ケ月以降の報告における報告事項と同様とする方向で検討。  
（報告時期；3ケ月後、6ケ月後、12ケ月後、18ケ月後、24ケ月後＝・）  
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長期間任意入院している患者の病状を適切に確認するとともに、入院目的や退院でき  
るかどうかを再確認するため、任意入院患者について、入院後1年経過時及び以後2年  
ごと（1年後、3年後、5年後、7年後・‥）に同意書の提出を求め、書面によって入院に係  
る同意の再確認を行うものとする。  

・同意書については精神科病院の管理者が保存。  

・都道府県への提出は不要であるが、同意の再確認を行っているか否かは指導監査に  
おいて確認。  

○関係条文   

（任意入院）  

夢二十二条の三精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、▼本人の同意に基づいて入院  
が行われるように努めなければならない。  
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精神科病院への入院患者に対する行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適  

正に行われていることを病院・病棟内で常に確認できるよう、行動制限について一覧性のあ  

る台帳（行動制限を受けている患者や患者ごとの行動融限の期間を記載した台帳。別離参  
照）を整備する。  

・精神科病院の管理者が台帳を整備・管理。  
■台帳への記入は、行動制限を行った際に直ちに記入。  
・指導監査において台帳の整備・記載状況を確認。  
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行動制限に関する一覧性台帳（様式案）  

行馴礪に■する朋資性繊  
抑¢○綱統   平射？尊王絹針  

1畿  ■【7  l＋七  1●  掬  普】 

染  教授  0000  納曾．ヨj  彊籠  

3  咄  0000  H餐曹息さ  繍  
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■■  

癖  

1  

島  

8  ・台帳盤備の意義は 
覆  ①病院として行動制限を受けている患者をもれなく把握すること   
椚  

l空  

②患者毎の行動制限の期間を視覚的に把握すること   
の2点。   

拍  ・経時的変化を一覧するため、月毎に1枚とする。   

摘  
■それぞれの行動制限の内容に蘭して詳細な記載は不要。  

ld  

頒院単位でも病棟単位でも可とする方向で検討中。  

11  
」隔離十拘束以外の行動制限についても台帳における整備を求めるか  

判  
は検討中。  

摘  
・直療観療法による入院対象者につい七も適用する方向で検討中。  

1如  l  l l l l l  t  l l l l l l  l l 】 l  
耶■   

撫 撫兼 tlモ虎■血行■棚（■出■■など）  
● ■暮（■■■かも■■中）  ■書■■■1入t  
欝 閥  糟 糠暮丸I賢  
一磯蠣脚劇  

毒綻ば細  
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